第６号共通様式

東京都知事殿
確認書
東京とどまるマンション非常用電源設備、太陽光発電設備及びＶ２Ｘ設備導入補助金交付要綱（以下「非常用電源等要綱」という。）及び東京とどまるマンション浸水対策設備導入補助金交付要綱（以下「浸水対策要綱」という。）の規定に基づく補助金の（交付申請・実績報告）を行うにあたり、以下の事項に相違ないことを確認いたしました。
（該当する□にチェックを入れること。必要に応じて交付申請・実績報告のいずれかに〇を付けること）

· 申請する事業の各要綱が定める交付申請等に係る要件を理解している。

<非常用電源補助　申請の場合>
· 現在、第３条第３号に規定する非常時における給水及びエレベーターの運転のために必要な設備の要件に適合する非常用電源、太陽光発電設備又はＶ２Ｘを有していない。（非常用電源等要綱第５条関係）
· 現在、法令に基づく防災電源を有していない。（非常用電源等要綱第６条第１号関係）
· かかり増し費の算定のための「法令に基づく防災電源を設置する場合に係るに費用の見積書」の見積額は適正なものである。（非常用電源等要綱第６条第２号関係）
· 非常用電源、電気室、太陽光発電設備、Ｖ２Ｘ設備等への浸水を有効に防ぐ措置に努める。（非常用電源等要綱第13条第２号関係）


<非常用電源補助　報告の場合>
· 非常用電源、電気室、太陽光発電設備、Ｖ２Ｘ設備等への浸水を有効に防ぐ措置に努めている。（非常用電源等要綱第22条関係）

<浸水対策補助　調査・企画に申請/報告の場合>
· （交付申請・実績報告）する調査・企画は東京とどまるマンション浸水対策設備導入補助金交付要綱の第３条４号アの要件を満たす。（浸水対策要綱第３条第４号ア関係）
· 国土交通省・経済産業省「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」(令和２年６月)を参考とした、水害等による被害を有効に防ぐ効果のある調査・企画である。（浸水対策要綱第３条第４号ア関係）

<浸水対策補助　改修に申請/報告の場合>
· （交付申請・実績報告）する改修は、東京とどまるマンション浸水対策設備導入補助金交付要綱の第３条４号アに定める調査・企画又は第３条４号アに定める調査・企画に準じる調査・企画がなされたものである。（浸水対策要綱第３条第４号イ関係）
· 国土交通省・経済産業省「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」(令和２年６月)を参考とした、水害等による被害を有効に防ぐ効果のある改修である。（浸水対策要綱第３条第４号イ関係）


　　年　　月　　日
申請者氏名　　  　　　　　　　　　（自署）

　　年　　月　　日
設計者・工事施工者
氏名　　　　　　　　　 （自署）

　　年　　月　　日
手続代行者氏名　　　　　　　　　　（自署）
